
表 1 後遺障害等級と労働能⼒喪失率 
１ 介護を要する後遺障害 

等級	 後遺障害	 労働能力喪失率	

第 1 級	
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの	
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの	

100/100 

第 2 級	
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの	
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの	

100/100 

２ それ以外の後遺障害 

等級	 後遺障害	 労働能力喪失率	

第 14 級	

一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの	
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの	
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程

度になつたもの	
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの	
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの	
六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの	
七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくな

つたもの	
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの	
九 局部に神経症状を残すもの	

5/100	

第 13 級	

一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの	
二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの	
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの	
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの	
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの	
六 一手のこ指の用を廃したもの	
七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの	
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの	
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの	
十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用

を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの	
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの	

9/100	

第 12 級	

一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの	
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの	
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの	
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの	
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの	
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの	

14/100	



七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの	
八 長管骨に変形を残すもの	
九 一手のこ指を失つたもの	
十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの	
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つ

たもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの	
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃し	
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの	
十四 外貌に醜状を残すもの	

第 11 級	

一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの	
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの	
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの	
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの	
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程

度になつたもの	
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解するこ

とができない程度になつたもの	
七 脊柱に変形を残すもの	
八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの	
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの	
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があ

るもの	

20/100	

第 10 級	

一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの	
二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの	
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの	
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの	
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困

難である程度になつたもの	
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつ

たもの	
七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの	
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの	
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの	
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの	
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの	

27/100	

第 9 級	

一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの	
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの	
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの	
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの	
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの	
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの	

35/100	



七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができ

ない程度になつたもの	
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度にな

り、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難

である程度になつたもの	
九 一耳の聴力を全く失つたもの	
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当

な程度に制限されるもの	
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程

度に制限されるもの	
十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの	
十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三

の手指の用を廃したもの	
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの	
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの	
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの	
十七 生殖器に著しい障害を残すもの	

第 8 級	

一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの	
二 脊柱に運動障害を残すもの	
三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指

を失つたもの	
四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の

手指の用を廃したもの	
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの	
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの	
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの	
八 一上肢に偽関節を残すもの	
九 一下肢に偽関節を残すもの	
十 一足の足指の全部を失つたもの	

45/100	

第 7 級	

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの	
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解するこ

とができない程度になつたもの	
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の

話声を解することができない程度になつたもの	
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服す

ることができないもの	
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが

できないもの	
六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指

を失つたもの	
七一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの	
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの	

56/100	



九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの	
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの	
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの	
十二 外貌に著しい醜状を残すもの	
十三 両側の睾丸を失つたもの	

第 6 級	

一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの	
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの	
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつ

たもの	
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離で

は普通の話声を解することができない程度になつたもの	
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの	
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの	
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの	
八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの	

67/100	

第 5 級	

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの	
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の

労務に服することができないもの	
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に

服することができないもの	
四 一上肢を手関節以上で失つたもの	
五 一下肢を足関節以上で失つたもの	
六 一上肢の用を全廃したもの	
七 一下肢の用を全廃したもの	
八 両足の足指の全部を失つたもの	

79/100	

第 4 級	

一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの	
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの	
三 両耳の聴力を全く失つたもの	
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの	
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの	
六 両手の手指の全部の用を廃したもの	
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの	

92/100	

第 3 級	

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの	
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの	
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが

できないもの	
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができな

いもの	
五 両手の手指の全部を失つたもの	

100/100	

第 2 級	 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの	 100/100	



二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの	
三 両上肢を手関節以上で失つたもの	
四 両下肢を足関節以上で失つたもの	

第 1 級	

一 両眼が失明したもの	
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの	
三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの	
四 両上肢の用を全廃したもの	
五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの	
六 両下肢の用を全廃したもの	

100/100	

 
表 2 ライプニッツ係数表 

期間（年） ライプニッツ係数 期間（年） ライプニッツ係数 

1 0.971 35 21.487 

2 1.913 36 21.832 

3 2.829 37 22.167 

4 3.717 38 22.492 

5 4.580 39 22.808 

6 5.417 40 23.115 

7 6.230 41 23.412 

8 7.020 42 23.701 

9 7.786 43 23.982 

10 8.530 44 24.254 

11 9.253 45 24.519 



12 9.954 46 24.775 

13 10.635 47 25.025 

14 11.296 48 25.267 

15 11.938 49 25.502 

16 12.561 50 25.730 

17 13.166 51 25.951 

18 13.754 52 26.166 

19 14.324 53 26.375 

20 14.877 54 26.578 

21 15.415 55 26.774 

22 15.937 56 26.965 

23 16.444 57 27.151 

24 16.936 58 27.331 

25 17.413 59 27.506 

26 17.877 60 27.676 

27 18.327 61 27.840 

28 18.764 62 28.000 

29 19.188 63 28.156 



30 19.600 64 28.306 

31 20.000 65 28.453 

32 20.389 66 28.595 

33 20.766 67 28.733 

34 21.132   

 
 


